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いわや薬品 新町本店
エルム店
（33）6742

駅 前 店
（34）5088

【健康相談】　（34）3939

後鼻漏後鼻漏それは ！？
び ろうこう

鼻水がのどに流れたりしませんか？

お気軽に
ご相談下さい！
お気軽に

ご相談下さい！
保険
調剤

美容
相談

五所川原市大字福山字広富49番地1

計量・現金買取
古物商許可：第201050009140号

鉄・非鉄金属・中古農機具

セキ商事
古物の事ならなんでもご相談ください！

電話番号：090－1728－2188　090－4153－9261

4月1日㈪
オープン

高所作業車導入で、高い所、こう配のある屋
根等で大活躍します。14ｍものびます
足場も自分たちで組むため安く施工できます。

五所川原塗装工業会
有限
会社秋元塗装
五所川原市大字野里字野岸29の5

ぜひ、お家のメンテナンスを！塗り替えの目安は、
屋根は５年～7年、外壁は10年前後です。

下塗り強化
がっちりガード
下塗り強化
がっちりガード

ご連絡先 090－2023－2226（担当木村まで）

塗替え予定のお客様必見！

アートリフォーム株式会社アートリフォーム㈱

屋根塗装
外壁塗装

現 地 確 認
見積り無料

屋根、外壁リフォーム専門店

屋根・外壁の塗り替え

五所川原市七ツ館虫流51－29 お電話は担当 前田まで『増改築相談員のいるお店』

電話は今すぐ、こちらから

一般建設業  青森県知事許可（般－29）第400424号一般建設業  青森県知事許可（般－29）第400424号

・五所川原工業高校卒 前田昭仁（写真中央）・五所川原工業高校卒 前田昭仁（写真中央）

＊来庁による面接相談は随時受け付けています。また、メールやＬＩＮＥ、タブレットからの相談は24時間受け
付けますが、土・日・祝日等にご相談いただいた場合は、回答が後日になります。

問い合わせ先…子育て支援課　内線2481

　「こども家庭センター」では、保健師、社会福祉士等の専門職が、妊娠から出産、子育てに関するさまざまな
相談に応じ、子育て世帯を包括的にサポートしています。また、４月１日からは、これまで教育委員会に設置し
ていた「子どもいじめ相談室」を統合し、いじめに関する相談にも対応します。
　こども家庭センターは、皆さんの子育てを応援しますので、産前・産後のからだのこと、育児のこと、虐待、
ヤングケアラーなど、子育てに関することはひとりで悩まずに、なんでもご相談ください。

　市では、交通事故の防止を目的として、市内各小学
校の新入学児童に黄色い帽子を配布しています。
　小学生になると、登下校など子どもたちだけで行動
する機会が増え、交通事故に遭う危険性も高まります。
　また、小さな子どもは、何かに夢中になると、周り
の状況が見えなくなり、道路に飛び出してしまうなど
の危険な行動をとり、思わぬ交通事故につながります。
　黄色い帽子を被ることで、周囲のドライバーや大人

たちの意識が向き、交通事故を未然に防ぐことにつな
がり、また不審者等への防犯対策としても期待できま
す。
　黄色い帽子を被った新入学児
童を見かけたら、温かい目で見
守ってあげましょう！
問い合わせ先
　環境対策課　内線2367

こども特集

子育てに関することは「こども家庭センター」にご相談ください!

①電話相談…内線2473（平日8：30～17：15）
②メールでの相談…kosodate@city.goshogawara.lg.jp
③ＬＩＮＥでの相談…ごしょＬＩＮＥ ⇒ 子育て ⇒ 子どもに関する相談

子 育 て子 育 て
に関するに関する
相　　談相　　談

①電話相談（いじめ専用ダイヤル直通）…℡23－4015（平日8：30～17：15）
②メールでの相談…no-ijime@city.goshogawara.lg.jp
③児童生徒のタブレット端末、フォームからの相談（24時間受付）

い じ めい じ め
に関するに関する
相　　談相　　談

交通事故から守ろう! 「黄色い帽子」の新入学児童を!

8 広報ごしょがわら　４月号

日頃の活動を紹介します!

　民生委員・児童委員は、地域住民の立場から生活や福祉に関する相談・援助活動を行っています。地域の身近
な相談相手となり、支援を必要とする住民と市役所や関係機関とのつなぎ役を務めます。
　民生委員は児童委員を兼ねることで、地域の子育て応援団として活動しています。

＊お住まいの地区の民生委員・児童委員については、お問い合わせください。
問い合わせ先…福祉政策課　内線2492

　通学路や公園は、周囲からの視線がなければ、犯罪
の起こる可能性がある危険な場所となります。住民の
「ながら見守り」の目で、子どもたちの安全につなげ
ましょう。

「ながら見守り」とは…

▽玄関や庭先での掃除、花の水やり、買い物、犬の散
歩等の日常活動を行う際に、防犯の視点をもって子
どもの見守りを行うこと

▽商業等の事業者が、日常の事業活動を行いながら防
犯の視点をもって子どもの見守りを行うこと

　子どもの登下校の時間帯（午前７時から８時ま
で、午後２時から５時まで）に、
・自宅で「家事をしながら」
・屋外で「散歩しながら」
・会社で「一息いれながら」
　周囲の風景を見て、子どもたちの安全を見守り
ましょう!

▽「こども・女性110番の家」
は、協力者がステッカーを
見やすい場所に貼ることで、
子どもや女性が「声かけ」
「つきまとい」など、何ら
かの被害に遭ったとき、ま
たは、遭いそうになったと
きに一時的に保護するとと
もに、警察などへ連絡して
被害者の安全を確保するボ
ランティア活動です。

　市では、活動にご協力いただける方を募集していま
す。負担にならないよう、不審者を取り押さえたり、
相談所のような対応はお願いしていませんので、ご安
心ください。また、ステッカーを見やすい場所に貼る
ことにより、地域の防犯にもつながりますので、お気
軽にお問い合わせください。
問い合わせ先…環境対策課　内線2365

　民生委員・児童委員は担当地区ごとに活動しています。地域のボランティアとして
小中学校の登下校時間帯や五所川原市社会福祉協議会が実施している「こども宅食お
すそわけ便」での活動を通して、子どもや子育て家庭などの見守り活動をしています。

こども特集

地域の「見守り活動」で“子ども”を守ろう!

子どもや子育て家庭への支援活動を行う地域のボランティア
「民生委員・児童委員」をご存じですか？

登校する小学生の見守り活動 こども宅食おすそわけ便での見守り活動

住民の「ながら見守り」が犯罪を防止！ 「こども・女性110番の家」の協力者を募集

一人で抱え込まず、民生委員・児童委員にご相談ください。

9五所川原市役所　☎35－2111


